別紙２

「巡回診療（健診）実施計画書」又は「巡回健診等実施計画書」によらない手続きの流れ

兵庫県外に所在する医療機関が県内で巡回診療・巡回健診等に相当する行為を行う場合は、「巡回診療（健診）実施計画書」又は「巡回健診等実施計画書」によることができないため、診療・健診等を行う場所ごとに下記の手続を行うこと。

①医療法人等が実施する場合は、健診等を実施する日のおよそ3～4週間前に、健診等を行う場所ごとに管轄保健所等に「診療所開設許可申請」を提出
　なお、医師又は歯科医師個人が実施する場合は、「診療所開設許可申請」は不要のため②③のみ行うこと。
②健診等開始日から10日以内に「診療所開設届」、「Ｘ線装置備付届」を提出
③健診等終了日から10日以内に「診療所廃止届」、「Ｘ線装置廃止届」を提出

	＜「診療所開設許可申請」について＞
・提出部数は2部
・医師・歯科医師・薬剤師については、履歴書及び免許証の写し及び原本の提示が必要。
　免許証の写しについては、事前に近隣の保健所等で原本照合を受けていれば（6か月以内のもの）原本の提示は不要
・Ｘ線装置等を搭載する巡回健診車がある場合は、各車輌に係る車検証（写し）及び仕様図面を添付すること
＜「診療所開設届」について＞
・提出部数は１部
・健診開始日から10日以内に提出すること
・医師・歯科医師・薬剤師については、履歴書及び免許証の写し及び原本の提示が必要。
　免許証の写しについては、事前に近隣の保健所等で原本照合を受けていれば（6か月以内のもの）原本の提示は不要
＜「診療所廃止届」について＞
・提出部数は１部
・健診終了日から10日以内に提出すること
＜「Ｘ線装置備付届」について＞
・提出部数は１部
・健診開始日から10日以内に提出すること
・遮蔽計算書及び漏洩線量測定結果を添付すること
＜「Ｘ線装置廃止届」について＞
・提出部数は１部
・健診終了日から10日以内に提出すること






